
事業主の皆さまへ

平成30年度から
個人住民税の
特別徴収を徹底します！

長野県と県内
全77市町村に
よる取組です

原則すべての事業主の方は、
平成 30年 6月の給与から、
従業員の個人住民税を差し
引き、市町村へ納入して
いただくことになります。

まだ特別徴収を行っていない
事業主の方は準備をお願いします。

給与からの
差し引き納付へ

長野県・県内全77市町村
詳しくは、長野県ホームページをご覧ください。 長野県　特別徴収 検 索
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